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柏 市 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 設 備 運 営 基 準 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て

平 成 ２ ８ 年 ３ 月 ２ ５ 日

１ 改 正 の 概 要

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 の 学 級 の 編 制 ， 職 員 ， 設 備 及 び 運 営 に

関 す る 基 準 （ 平 成 ２ ６ 年 内 閣 府 ・ 文 部 科 学 省 ・ 厚 生 労 働 省 令 第 １

号 ） の 改 正 に つ い て ， 平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ０ 日 か ら 同 年 ３ 月 １ ０ 日

ま で が パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト （ 意 見 募 集 ） の 受 付 期 間 で し た 。

こ の 改 正 は ， 平 成 ２ ８ 年 ３ 月 下 旬 に 公 布 さ れ ， 同 年 ４ 月 １ 日 か

ら 施 行 さ れ る 予 定 で あ る た め ， ２ の 内 容 に 係 る 改 正 を し よ う と す

る も の で す 。

な お ， 乳 児 室 ， ほ ふ く 室 ， 保 育 室 ， 遊 戯 室 又 は 便 所 を ４ 階 以 上

の 階 に 設 け る 場 合 の 避 難 用 の 屋 内 階 段 の 構 造 に 係 る 規 定 を 整 理 に

つ い て は ， 柏 市 特 定 児 童 福 祉 施 設 設 備 運 営 基 準 条 例 を 準 用 し て い

る た め ， こ の 条 例 の 改 正 手 続 は あ り ま せ ん 。

２ 改 正 の 内 容 （ 案 ）

当 分 の 間 ， 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お け る 職 員 の 配 置 に つ い

て ， 次 の 運 用 を 可 能 と す る も の で す 。

た だ し ， イ 及 び ウ の 運 用 を 行 う 場 合 で あ っ て も ， 副 園 長 ， 教 頭 ，

主 幹 保 育 教 諭 ， 指 導 保 育 教 諭 ， 保 育 教 諭 ， 助 保 育 教 諭 又 は 講 師

（ 以 下 「 副 園 長 等 」 と い う 。 ） を 各 時 間 帯 に お い て 必 要 と な る

職 員 の 数 の ３ 分 の ２ 以 上 置 く こ と と し ま す 。

ア 朝 夕 等 の 園 児 が 少 数 と な る 時 間 帯 に お け る 職 員配 置

幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も 園 に お い て は ， 配 置 基 準 に よ り 算 出

さ れ る 教 育 及 び 保 育 に 直 接 従 事 す る 職 員 （ 以 下 「 職 員 」 と い

う 。 ） の 数 が １ 人 と な る 場 合 で あ っ て も ， 職 員 を ２ 人 以 上 配

置 す る こ と が 定 め ら れ て い ま す が ， 朝 夕 等 の 園 児 が 少 数 と な

る 時 間 帯 に ， 当 該 配 置 基 準 に よ り 算 出 さ れ る 職 員 の 数 が １ 人

と な る 場 合 に 限 り ， ２ 人 配 置 す る 職 員 の う ち １ 人 を ， 市 長 が

保 育 教 諭 と 同 等 の 知 識 及 び 経 験 を 有 す る と 認 め る 者 を も っ て

代 え る こ と を 可 能 と す るも の で す 。

イ 小 学 校 教 諭 等 の 普 通 免 許 状 の 保 持 者 の 活 用
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配 置 基 準 に よ り 職 員 の 数 を 算 定 す る 際 ， 小 学 校 教 諭 又 は 養

護 教 諭 の 普 通 免 許 状 を 有 す る 者 を 副 園 長 等 に 加 え て ， 職 員 と

み な す こ と を 可 能 と す る も の で す 。

こ の 場 合 に お い て ， 当 該 職 員 と み な す 者 は ， 教 育 課 程 に 基

づ く 教 育 に 関 す る 業 務 に 単 独 で 従 事 で き な い こ と と し ま す 。

ウ 利 用 定 員 の 総 数 に よ り 算 出 さ れ る 職 員 の 数 を 超 え る 追 加 的

な 職 員 確 保 の 場 合 の 職 員 配 置

１ 日 に つ き ８ 時 間 を 超 え て 開 所 す る 幼 保 連 携 型 認 定 こ ど も

園 に お い て ， 利 用 定 員 の 総 数 に 係 る 配 置 基 準 に よ り 算 出 さ れ

る 職 員 の 数 を 超 え て ， 追 加 的 に 職 員 を 確 保 し な け れ ば な ら な

い 場 合 に は ， 追 加 的 に 確 保 し な け れ ば な ら な い 職 員 の 人 数 の

範 囲 内 で ， 市 長 が 保 育 教 諭 と 同 等 の 知 識 及 び 経 験 を 有 す る と

認 め る 者 を 副 園 長 等 に 加 え て ， 職 員 と み な す こ と を 可 能 と す

る も の で す 。

こ の 場 合 に お い て ， 当 該 職 員 と み な す 者 は ， 教 育 課 程 に 基

づ く 教 育 に 関 す る 業 務 に 単 独 で 従 事 で き な い こ と と し ま す 。

３ 施 行 期 日 （ 予 定 ）

平 成 ２ ８ 年 １ ０ 月 １ 日


